
カスタマーハラスメントに対する基本方針 

1. 目的 

当社は、「東京都カスタマーハラスメント防止条例」および関連指針に基づき、従業員が安全かつ安心して

働ける職場環境を確保することを目的として、カスタマーハラスメント防止に取り組みます。 

顧客等からの不当な言動や要求に対しては、組織として適切かつ毅然と対応し、就業者の尊厳と心身の健康

を守ります。 

2. 定義 

カスタマーハラスメントとは、顧客や取引先等からの暴言、脅迫、威嚇、過度な要求、不当な苦情、性的言

動、差別的発言など、業務の適正な遂行を妨げ、就業者に身体的・精神的な苦痛を与える行為をいいます。 

＜対象となる行為の例＞ 

以下の記載は例示であり、これらに限るものではありません。 

・身体的・精神的な攻撃(暴行、傷害、脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言など) 

・怒声など必要以上に威圧的な言動、土下座などの要求 

・繰り返し・執拗な言動(何度も同じ要求を繰り返す、説明をさせる)  

・拘束的な行動(不退去、長時間の電話や居座り、監禁) 

・差別的、性的な言動 

・従業員個人への攻撃、要求 

・従業員の個人情報や写真・音声・映像をインターネット等へ公開する行為 

・妥当性を欠く要求（不合理または過剰なサービスの提供の要求、正当な理由のない金銭・謝罪の要求） 

3. 社内における対応 

• 発生時には速やかに上長または相談窓口に報告します。 

• 相談窓口は、被害者のプライバシーを尊重し、迅速に事実確認と対応を行います。 

• 必要に応じて、警察・弁護士・外部専門家等と連携します。 

• 再発防止のため、研修・マニュアル改定・体制強化を行います。 

 

4. 社外における対応 

• 顧客や取引先に対して、当社のカスタマーハラスメント防止方針を周知します。（事務所内掲示、HP

掲載、契約書明記等） 

• 不当な言動や要求があった場合は、事実確認の上、必要に応じて取引制限や法的措置を講じます。 

 

5. 周知と教育 

• 社内：全従業員に対し、マニュアル配布および年1回以上の研修を実施します。 

• 社外：事務所内掲示やホームページを通じ、顧客に方針を明示します。 

 

6. 取引先への姿勢 

企業間取引においても、カスタマーハラスメント行為を容認せず、契約条件や協定にその旨を明記します。 
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